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市川市条例第  号 

市川市手数料条例の一部を改正する条例 

市川市手数料条例（平成１１年条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

別表土壌汚染対策法関係手数料の表に次のように加える。 

汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認

の申請に対する審査 

１件につき １２０,０００円 

汚染土壌処理業者の合併又は分割の承

認の申請に対する審査 

１件につき １２０,０００円 

汚染土壌処理業の相続の承認の申請に

対する審査 

１件につき １２０,０００円 

別表消防法関係手数料の表貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査の項中

「 ５ ３ ０ ,０ ０ ０ 円 」 を 「 ５ ７ ０ ,０ ０ ０ 円 」 に 、「 ８ ３ ０ ,０ ０ ０ 円 」 を    

「８８０,０００円」に、「１,０１０,０００円」を「１,０７０,０００円」に、

「１,１２０,０００円」を「１,２００,０００円」に、「１,４２０,０００円」

を「１,５２０,０００円」に、「１,６６０,０００円」を「１,７８０,０００円」

に、「３,８８０,０００円」を「４,０７０,０００円」に、「５,１００,０００円」

を「５,３４０,０００円」に、「６,２９０,０００円」を「６,４９０,０００円」

に、「１,１３０,０００円」を「１,１８０,０００円」に、「１,３４０,０００円」



を「１,４１０,０００円」に、「１,５００,０００円」を「１,５８０,０００円」

に、「１,８３０,０００円」を「１,９４０,０００円」に、「２,１４０,０００円」

を「２,２６０,０００円」に、「４,３５０,０００円」を「４,５５０,０００円」

に、「５,５７０,０００円」を「５,８２０,０００円」に、「６,７７０,０００円」

を「７,０７０,０００円」に、「５,７５０,０００円」を「５,９３０,０００円」

に、「７,２５０,０００円」を「７,４７０,０００円」に、「１０,７００,０００

円」を「１０,９００,０００円」に改め、同表製造所、貯蔵所又は取扱所の設置

の許可に係る完成検査前検査の項中「４１０,０００円」を「４２０,０００円」

に、「５４０,０００円」を「５６０,０００円」に、「７００,０００円」を     

「７３０,０００円」に、「９２０,０００円」を「 ９ ６ ０ ,０ ０ ０ 円 」 に、    

「１,０４０,０００円」を「１,０９０,０００円」に、「１,６００,０００円」

を「１,６６０,０００円」に、「１,８２０,０００円」を「１,９００,０００

円 」 に 、「 ２ , ０ ３ ０ , ０ ０ ０ 円 」 を 「 ２ , １ ２ ０ , ０ ０ ０ 円 」 に 、      

「 ４ ９ ０ ,０ ０ ０円 」 を 「５ ３ ０ ,０ ０ ０ 円 」 に 、「 ６ ３ ０ ,０ ０ ０ 円」 を    

「６８０,０００円」に、「９９０,０００円」を「１,０３０,０００円」に、

「１,３１０,０００円」を「１,４１０,０００円」に、「１,７２０,０００円」

を「１,７８０,０００円」に、「３,３２０,０００円」を「３,４３０,０００

円 」 に 、「 ４ , ０ ６ ０ , ０ ０ ０ 円 」 を 「 ４ , １ ９ ０ , ０ ０ ０ 円 」 に 、      

「４,６５０,０００円」を「４,８００,０００円」に、「９,１００,０００円」

を 「 ９ , ３ ２ ０ , ０ ０ ０ 円 」 に 、「 １ ２ , ４ ０ ０ , ０ ０ ０ 円 」 を      

「 １ ２ , ６ ０ ０ , ０ ０ ０ 円 」 に 、「 １ ７ , ０ ０ ０ , ０ ０ ０ 円 」 を      

「１７,３００,０００円」に改め、同表特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱

所の保安に関する検査の項中「３１０,０００円」を「３２０,０００円」に、

「 ４ ３ ０ ,０ ０ ０ 円 」 を 「 ４ ６ ０ ,０ ０ ０ 円 」 に 、「７２０,０００円」を     

「７５０,０００円」に、「９６０,０００円」を「１,０２０,０００円」に、    

「１,２１０,０００円」を「１,３００,０００円」に、「２,９５０,０００円」を

「３,１５０,０００円」に、「３,６２０,０００円」を「３,８７０,０００円」に、

「４,１７０,０００円」を「４,４６０,０００円」に、「２,６６０,０００円」を



「２,６９０,０００円」に、「３,１９０,０００円」を「３,２３０,０００円」に、

「４,７９０,０００円」を「４,８３０,０００円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表土壌汚染対策法関係手数料の表及び別表消防法関係手数料の

表の規定は、平成３０年４月１日以後の申請に係る手数料について適用し、

同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。 

 

 



理  由  

                                   

  土壌汚染対策法の改正により新たに汚染土壌処理業者の地位の承継に係る

承認の申請に対する審査事務を行うこととなることから当該審査事務に係る

手数料の額を定めるとともに、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の

改正を踏まえ危険物の貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査等の事務に係

る手数料の額を見直す必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 

 

 


